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平成２３年１２月７日（第１日） 

開議 １３時００分 

○議長 川野 高實君 

 只今から平成２３年第７回鞍手町議会定例会を開会します。 

 まず、監査より提出されています例月現金出納検査報告書をお手元に配布していますのでご確認下

さい。 

 次に、本日まで受理しました請願１件、陳情２件はお手元に配布しています。請願・陳情文書表の

とおり所管の常任委員会に付託しますのでご報告しておきます。 

 これより日程に入ります。 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定により、議長において１０番議員 武谷保正君及び１

１番議員 宇田川亮君を指名します。 

 次に日程第２ 会期の決定を議題とします。 

今期定例会の会期は、本日から１２月２１日までの１５日間としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって会期は本日から１２月２１日までの１５日間に決定しました。 

 次に進みます。 

日程第３ 人権擁護委員候補者の推薦に関する協議を議題とします。 

別紙の通り議会の意見を求められています。 

 これから質疑を行います。 

人権擁護委員候補者の推薦に関する協議について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

人権擁護委員候補者の推薦に関する協議については、会議規則第３８条第３項の規定により、委員会

付託を省略したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって人権擁護委員候補者の推薦に関する協議については委員会付託を省略

することに決定しました。 

 これから討論を行います。 

人権擁護委員候補者の推薦に関する協議について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決を行います。 
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人権擁護委員候補者の推薦に関する協議について、原案を適当と認め、原案どおり決定し通知するこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって原案を適当と認めることに決定しました。 

 次に進みます。 

日程第４ 議案第７７号を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長 柴田 好輝君 

 日程第４  議案第７７号について、 提案説明を申し上げます｡ 

日程第４ 議案第７７号は、 鞍手町定住促進奨励金交付条例であります。 

本条例は、本町に定住する目的をもって住宅を取得する者に対し、定住促進奨励金を交付すること

により、定住の促進と人口の増加を図り、もって活力に溢れた町づくりに寄与するために制定するも

のです。 

以上が、議案第７７号の提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 川野 高實君 

 本案に対する質疑は後日行います。 

次に日程第５ 議案第７８号から日程第９ 議案第８２号までの５件を一括して議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長 柴田 好輝君 

日程第５ 議案第７８号から  日程第９ 議案第８２号の５件について、一括して提案説明を申

し上げます｡ 

日程第５  議案第７８号は、鞍手町税条例等の一部を改正する条例であります。 

本条例の改正は、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して、税制の整備を図るための地方税

法等の一部を改正する法律」の施行に伴う改正及び納税義務者の利便性や、実情に応じた住民福祉や

サービスの向上を図るため、所要の規定を改正するものです。 

次に、日程第６ 議案第７９号は、鞍手町総合福祉センター設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例であります。 

本条例の改正は、鞍手町総合福祉センターと鞍手町文化体育総合施設との算定基準の整合性を図る

ため、使用料金を改正するものです。 

次に、日程第７ 議案第８０号は、鞍手町隣保館設置及び管理条例の一部を改正する条例でありま

す。 

本条例の改正は、鞍手町附属機関等の設置及び委員選任の基準に関する要綱に基づき、選出区分等

の整備を行うため改正するものです。 
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次に、日程第８ 議案第８１号は、鞍手町歴史民俗資料館設置条例の一部を改正する条例でありま

す。 

本条例の改正は、鞍手町歴史民俗資料館の長年の活動実績が評価され、博物館の指定登録を受けた

ことにより、名称の変更が必要となり改正するものです。 

次に、日程第９ 議案第８２号は、鞍手町歴史民俗資料館管理運営に関する条例の一部を改正する

条例であります。 

本条例の改正は、鞍手町歴史民俗資料館が博物館の指定登録を受けたことによる名称変更と、博物

館法の改正により条例の一部を改正するものです。 

以上が、日程第５ 議案第７８号から日程第９ 議案第８２号の５件の提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 川野 高實君 

 本案に対する質疑は後日行います。 

次に日程第１０ 議案第８３号から、日程第１６ 議案第８９号までの７件を一括して議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長 柴田 好輝君 

日程第１０ 議案第８３号から 日程第１６ 議案第８９号までの７件について、一括して提案説

明を申し上げます｡ 

日程第１０  議案第８３号は、平成２３年度鞍手町一般会計補正予算第３号であります。 

本補正予算の歳入につきましては、福岡県市町村振興協会及び福岡県町村会からの交付金等に伴う補

正予算となっております。 

また、歳出については、退職手当や病院事業会計への後期分の繰出金等を盛り込んだ補正予算とな

っております。 

これらの補正要因を調整し、歳入歳出それぞれ３２４,１１８,０００円を追加し、予算総額を、歳

入歳出それぞれ６,６３７,４４５,０００円としました。 

次に、日程第１１ 議案第８４号は、平成２３年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算第３

号であります。 

本補正予算は、基準超過費用額の確定に伴う国庫支出金、療養給付費交付金、県支出金の変更など

の補正要因を調整し、歳入歳出それぞれ１２,５３７,０００円を追加して、予算総額を歳入歳出それ

ぞれ２,３１０,３０８,０００円としました。 

次に、日程第１２ 議案第８５号は、平成２３年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号

であります。 

本補正予算は、平成２２年度の出納閉鎖に伴う滞納繰越保険料及び前年度繰越金の確定などの補正

要因を調整し、歳入歳出それぞれ２３０,０００円を追加し予算総額を、歳入歳出それぞれ２１６,

５５９,０００円としました。 

次に、日程第１３ 議案第８６号は、平成２３年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予
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算第３号であります。 

本補正予算は、人件費の調整や工事費等の減額など補正要因を調整し、歳入歳出それぞれ１３６,

７０８,０００円を減額し、予算総額を、歳入歳出それぞれ６２３,１４７,０００円としました。 

次に、日程第１４ 議案第８７号は、平成２３年度鞍手町水道事業会計補正予算第２号であります。 

本補正予算は、人件費の調整や浄水場改良工事費の追加などの、補正要因を調整したものです。 

予算第３条に定めた収益的収入及び支出では、支出で４７４,０００円減額し、支出総額を２８３,

７９０,０００円としました。 

予算第４条に定めた資本的収入及び支出では、収入で１４,３８３,０００円追加し、収入総額を８

０５,３７６,０００円、支出で１７,２７８,０００円追加し、支出総額を９０９,５００,０００円と

しました。 

収支差引不足額１０４,１２４,０００円は、当年度分損益勘定留保資金等から補填することにいた

しております。 

次に、日程第１５ 議案第８８号は、平成２３年度鞍手町病院事業会計補正予算第１号であります。 

本補正予算は、予算第３条に定める収益的収入及び支出において、収入や支出等の調整を行った結

果、収入の総額を２,７６２,２３５,０００円、支出の総額を２,６９６,８９１,０００円とし、収支

差引６５,３４４,０００円の利益を計上いたしております。 

次に、予算第４条に定めた資本的収入及び支出において、一般会計負担金の後期分に伴う収支等の

調整を行った結果、収入の総額を１６２,６９３,０００円、支出の総額を２７６,５６５,０００円と

し、収支差引不足額１１３,８７２,０００円は、当年度分損益勘定留保資金から補填することにいた

しております｡ 

次に、日程第１６ 議案第８９号は、平成２３年度鞍手町介護老人保健施設事業会計補正予算第１

号であります。 

本補正予算は、予算第３条に定める収益的収入及び支出において、入所者や通所者の利用者数変更

に伴う収支等の調整を行った結果、収入の総額を３４８,１４３,０００円、支出の総額を３４２,５

２８,０００円とし、収支差引５,６１５,０００円の利益を計上いたしております。 

次に、予算第４条に定めた資本的収入及び支出において、収入の総額を１７０,０００円、支出の

総額を２３,５９６,０００円とし、収支差引不足額２３,４２６,０００円は、当年度分損益勘定留保

資金から補填することにいたしております｡ 

以上が、日程第１０ 議案第８３号から日程第１６ 議案第８９号までの７件の提案説明でありま

す。 

ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 川野 高實君 

 本案に対する質疑は後日行います。 

 次に、日程第１７ 議案第９０号を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 町長。 
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○町長 柴田 好輝君 

日程第１７ 議案第９０号について、提案説明を申し上げます｡ 

日程第１７ 議案第９０号は、鞍手町総合福祉センターの指定管理者の指定であります。 

 鞍手町社会福祉協議会を、同施設の指定管理者の候補として選定しましたので、議会の議決を求め 

るものであります。 

 なお、指定期間は、平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日までの５年間としています。 

以上が、 議案第９０号の提案説明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 川野 高實君 

 本案に対する質疑は後日行います。 

 この際、休会についてお諮りします。 

明日８日から１１日までの４日間を休会としたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって明日８日から１１日までの４日間を休会とすることに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれをもって散会します。 

閉会  １３時２０分 

 


